
二
三
〇
二
彗
三
聯
篠
約
（
碑
丈
）
の
饗
（
下
）

強
が
十
・
九
磐
　
　
簸
二
號
　
　
　
一
二
ニ
．
山
ハ

部
三
〇
二
年
岱
フ
ス
聯
盟
條
約
（
碑
文
）
の
研
究
m

粟
　
野
　
頼
　
之
　
砧

六
、
本
文
　
解
説

1
　
・
へ
一
フ
ス
磁
柳
明
皿

三
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
霧
三
聯
盟
加
讐
（
三
）
釜
茄
署
の
保
嚢
盤
存
蕩
聞
（
四
）
聯
誓
臨

　
「
管
内
卒
和
」
　
a
警
備
軍
場
劃
　
h
安
寧
秩
序
遽
反
取
締
規
定
　
α
海
上
航
行
の
自
由
の
確
保
　
乱
現
在
政
府
の

　
憲
法
、
政
膿
等
の
革
命
禁
止

11

@
ヘ
ラ
ス
聯
盟
総
會
及
そ
の
組
織

　
（
一
）
聯
盟
総
曾
　
（
二
）
聯
盟
絡
習
の
職
員
及
そ
の
特
擢
　
（
三
）
総
會
開
會
期
日
　
a
定
期
絡
會
　
h
臨
時
総
會

ヒq

腰
�
｢
集
者
　
（
四
）
総
會
の
日
程
並
び
仁
総
會
開
催
地
　
（
五
）
聯
盟
総
會
の
権
限
及
法
定
出
席
数
　
（
六
）
李
時

　
聯
盟
理
事
會
並
び
に
理
事
選
出
法
　
（
七
）
理
事
の
職
務
及
理
事
の
職
責
　
（
入
）
戦
時
理
事
會
　
（
一
〇
）
総
會
委
員

　
敏
席
罰
則
　
（
一
一
）
聯
盟
軍
非
癒
募
罰
則
　
（
一
二
）
聯
盟
分
搬
事
項



皿
　
…
櫛
盟
條
約
の
修
正
、
保
存
及
批
…
催

　
（
一
）
修
正
要
項
　
（
二
）
保
存
要
項
　
a
正
本

h
複
本
（
乱
交
）
　
（
三
）
批
准
（
宣
誓
）

　
一
ま
　

へ
騨
フ
ス
磁
柳
脇
皿
、

（一

j
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
名
繕
・
〔
六
一
九
〕

　
前
掲
（
史
料
3
）
♂
き
ミ
α
N
・
塾
幕
。
ゆ
烹
量
「
聯
盟
総
會
」
（
字
義
は
一
般
の
合
議
）
の
如
く
古
文
書
で
は
一
般
に
「
コ
イ
ノ

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・

ソ
」
若
し
く
は
「
ヘ
ラ
ス
人
た
ち
の
コ
イ
ノ
ソ
」
と
呼
ぶ
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
α
≧
o
ミ
無
二
勧
℃
．
国
ン
ソ
普
e
爆
Q
明
か
に
プ
七
リ
ツ
ボ
ス
及
ア

レ
ク
テ
ソ
ド
ロ
ス
時
代
斯
く
呼
ば
れ
て
み
た
◎
（
オ
キ
シ
ソ
ン
マ
ス
草
紙
文
書
一
窓
「
オ
キ
シ
ソ
ン
コ
ス
年
代
録
」
十
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ノ
三
、
九
）
及
（
ア
リ
ァ
ノ
ス
三
、
、
ご
四
，
四
）
。
其
他
公
式
上
輩
・
に
「
ヘ
ラ
ス
人
達
」
9
．
国
ン
ン
ミ
爲
と
総
し
て
ヘ
ラ
ス
聯

盟
を
指
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
帥
ち
ぞ
フ
・
；
義
勝
（
三
三
三
四
）
後
ア
ヲ
ナ
ィ
へ
の
奉
献
口
m
に
フ
ヒ
フ
ツ
ボ
ス
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ア
レ
ク
サ
ン
ー
3
禰
ス
と
う
ケ
ダ
イ
モ
ニ
ァ
入
を
除
く
ヘ
ラ
ス
人
た
ち
、
…
：
し
と
記
す
、
（
ア
ソ
ア
ノ
ス
一
、
・
エ
ハ
ノ
七
）
又

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

就
三
三
誓
ア
ソ
ス
市
の
碑
文
に
「
念
フ
ス
人
な
つ
よ
り
」
と
し
て
へ
、
．
フ
ス
聯
盟
を
藻
す
・
。
故
に
へ
．
フ
ス
聯
盟
の

公
式
的
名
辮
は
、
本
碑
交
獲
見
以
前
迄
「
ヘ
ラ
ス
入
た
ち
の
コ
イ
，
’
ソ
」
乏
繕
ば
る
も
の
と
目
端
に
信
じ
ら
れ
て
み
だ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

が
今
一
九
二
七
年
ヅ
ヰ
ル
ヶ
ン
の
獲
表
す
る
所
で
は
9
ン
ミ
響
§
§
酬
q
｛
養
×
ぎ
「
盟
友
に
し
て
聯
盟
者
」
「
軍
、
又

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ム
マ
キ
ア

は
國
）
〔
七
一
入
〕
、
後
に
は
…
箪
に
聯
盟
〔
二
五
、
四
五
」
一
四
一
〕
の
み
で
呼
ば
れ
る
標
に
な
っ
て
み
る
こ
と
が
明
か
に

　
　
　
　
£
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
盟
縢
約
（
碑
交
）
の
研
究
（
下
）
　
　
　
　
　
　
第
＋
九
巻
第
二
観
　
三
二
七

（105）



　
　
　
　
就
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
盟
鰹
約
（
碑
丈
）
の
研
究
ハ
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
第
二
盤
　
　
三
二
八

さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
襟
の
事
實
を
ア
レ
ク
テ
ン
ド
膿
ス
時
代
に
見
る
と
、
「
此
の
艶
々
（
虜
囚
）
は
マ
ヶ
ド
エ
ァ
人
と
李

　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ム
マ
キ
ア

和
條
約
並
び
に
聯
盟
が
ヘ
ラ
ス
入
と
の
問
に
成
立
す
る
以
前
に
ペ
ル
シ
ア
に
傭
は
れ
て
る
た
も
の
で
あ
っ
た
」
か
ら
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
國
際
犯
罪
者
と
下
す
と
い
ふ
（
ア
ソ
ア
ノ
ス
三
、
二
四
ノ
五
）
叉
ド
ヲ
ァ
の
植
民
市
キ
ュ
レ
ナ
イ
と
は
「
彼
（
ア
レ
ク
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ

ン
ド
管
ス
）
は
此
等
（
贈
物
）
を
受
納
し
、
彼
等
（
キ
ュ
レ
ナ
イ
市
）
と
盟
友
に
し
て
聯
盟
の
蝉
騒
を
結
ん
だ
。
」
（
デ
ィ
オ
ー
8

澗
ス
「
史
學
圏
書
」
一
七
馬
四
九
ノ
三
）
、
こ
の
「
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
ー
ク
ン
エ
タ
ル
コ
ボ
ス
」
史
料
は
叉
「
ク
〃
チ
ウ
ス
ー
ク

レ
エ
タ
ル
コ
ホ
ス
」
史
料
か
ら
補
註
田
遡
る
「
此
こ
ヘ
キ
ュ
レ
ネ
市
の
使
節
が
來
、
埋
物
を
捧
げ
李
和
條
約
℃
舞
を
乞
ひ

吹
に
彼
が
彼
等
の
都
禰
へ
來
る
こ
と
を
嘩
毘
で
た
」
（
ク
川
チ
ウ
ス
四
、
七
ノ
八
）

　
①
養
藝
共
通
、
」
般
、
善
麺
韓
の
意
な
有
し
。
こ
の
語
の
ヘ
ラ
ス
に
於
け
る
蓬
務
ぽ
非
常
に
喪
い
。
仲
間
、
公
衆
、
ク
ラ
ブ
、
愈
、
同
盟
、
轍
盟
等
。

　
②
　
》
昌
㌶
冨
・
肖
・
駆
9
・
P
O
O
H
Q
っ
・
Q
O
．
U
．

　
③
け
霧
・
書
。
。
鐸

　
④
　
隅
幅
様
の
こ
と
ば
他
の
碑
轟
又
か
ら
も
㎜
資
へ
ろ
O
　
d
岸
・
箭
』
3
α
O
・
罫
ご
｛
伴
ρ
。
3
団
q
ゆ
O
Q
。
同
典
ノ
く
鵠
O
蹄
9
『
μ
O
悼
メ
℃
9
も
り
O
O
．

（
二
）
聯
盟
加
盟
者
〔
七
－
一
一
〕

　
こ
、
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
「
聯
盟
」
と
い
ふ
法
的
協
同
膿
に
野
っ
て
、
ア
ン
ナ
イ
ゴ
ノ
ス
及
デ
メ
ト
ソ
ォ
ス
王
と
そ

の
子
孫
を
も
含
む
も
の
が
一
成
員
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ヘ
ラ
ス
の
都
市
國
家
も
「
成
員
と
い
ふ
資
格
で
加
盟
し
て
ゐ

・
の
で
あ
・
・
な
へ
三
の
成
墨
位
は
・
あ
上
麗
を
も
認
ら
れ
て
み
た
・
あ
書
は
鎗
三
三
前
年
の
聯
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

誓
碑
文
に
も
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
中
央
テ
ッ
サ
リ
ア
を
一
芸
位
一
〇
名
の
委
員
選
出
展
と
し
、
．
ブ
ォ
キ
ァ
人
ロ
ク

（　106　）



y
ア
人
等
は
種
族
の
各
に
よ
っ
て
一
選
出
涯
と
書
意
さ
れ
て
る
る
。
種
族
名
で
呼
ぶ
こ
と
は
古
い
ヘ
ラ
ス
の
同
盟
制
度

史
上
の
慣
．
例
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
デ
ル
ポ
ィ
の
宗
澱
同
盟
に
は
初
め
都
市
名
を
持
っ
て
る
な
か
っ
た
。
プ
ヒ
9
ヅ
ボ
ス
隠

代
の
加
盟
都
市
は
ス
パ
ル
タ
を
除
く
全
ヘ
ラ
ス
の
諸
都
市
で
あ
っ
た
。
故
に
営
庭
委
員
数
は
シ
ュ
ブ
ァ
ン
の
研
究
に
よ

る
と
九
＋
七
議
席
、
（
之
は
冗
＝
年
ウ
彦
へ
ζ
の
碑
面
よ
レ
舞
の
概
薮
と
符
合
）
。
就
三
〇
二
年
に
は
テ
ル

モ
ピ
ュ
レ
以
北
プ
ソ
サ
ソ
ァ
、
メ
ソ
セ
ニ
ァ
㍗
ツ
ラ
キ
ァ
及
ス
メ
ル
タ
が
敏
け
て
る
た
か
ら
．
本
諸
悪
條
約
が
書
か
蜘

た
時
の
委
、
員
数
は
六
〇
一
七
〇
鷹
の
間
で
あ
っ
だ
で
あ
ら
う
と
推
定
す
る
。
此
れ
を
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
窟
ズ
時
代
、
ス
パ

多
（
麗
三
三
犀
以
後
）
、
小
ア
ジ
ア
の
諸
都
市
の
加
盟
等
の
全
部
聾
す
詮
池
か
に
砂
な
い
、

　
こ
、
で
デ
メ
ト
ソ
ォ
ス
王
は
（
史
料
3
）
記
載
の
遊
り
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
盟
主
と
聲
明
せ
ら
れ
て
む
る
。
ブ
も
ゾ
ヅ
馨
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

及
ア
ン
ク
ナ
ン
ド
ロ
ス
も
共
に
斯
ぐ
辮
ば
れ
、
そ
．
の
上
ペ
ア
シ
ア
討
征
に
臨
み
聯
盟
長
薯
の
決
議
を
以
て
「
濁
立
主
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
総
帥
」
と
言
ふ
戦
爾
責
任
者
だ
お
地
位
に
つ
い
て
み
る
。
後
者
の
名
聡
に
つ
い
て
、
今
デ
メ
李
ソ
ォ
ス
の
史
料
ば
何

事
も
語
ら
な
い
、
併
し
當
時
カ
ナ
ン
ド
ロ
ス
討
伐
を
控
へ
て
濁
立
主
櫻
の
総
帥
樺
の
附
興
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は

推
定
患
來
惹
。
本
文
醤
蝦
に
デ
メ
ト
ジ
ォ
ス
王
父
子
附
記
の
事
情
は
、
盟
主
た
る
地
位
の
確
認
を
意
心
し
、
新
加
盟
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
家
は
加
盟
仁
當
っ
て
、
そ
の
盟
主
と
聯
盟
を
一
團
と
し
た
協
同
膿
と
條
約
を
締
結
す
る
。

　
⑤
、
U
一
鐸
・
。
、
b
。
8
ヒ
d
・

　
⑥
　
∪
凶
。
鱒
H
節
G
◎
鱒
㈹
r
⊆
。
り
噛
藷
識
戸
㊤
・
笥
●
押
U
一
〇
氏
．
嵩
・
．
画
O
．

　
　
　
　
麗
三
〇
二
費
・
フ
ス
聯
盟
欝
（
婁
）
の
璽
ハ
下
）
　
　
　
、
　
筆
碁
箋
鷺
三
発

（　leT　〉



　
　
　
就
三
〇
二
年
岱
フ
・
擬
條
約
（
碑
丈
）
の
箋
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
九
巻
簗
褒
三
三
〇

⑦
望
。
仙
．
H
O
．
。
。
o
・
。
。

⑧
こ
の
慣
例
呆
丈
で
も
明
か
で
あ
る
が
、
誓
ア
テ
ナ
あ
第
二
渠
同
二
三
　
一
天
／
誰
の
薪
重
服
三
文
に
明
か
で
あ
ろ
。
即
ち
異
ヲ

　
デ
ナ
イ
市
と
同
盟
」
と
乙
者
「
新
撫
盟
醐
［
家
メ
ソ
ユ
ム
ナ
市
・
の
洗
濯
碑
丈
O
錠
韓
H
弘
O
（
．
H
9
疑
鳴
ら
に
）

（
三
）
聯
擬
加
盟
者
の
保
謹
及
存
績
期
問
〔
一
－
五
〕
〔
入
〕
〔
一
二
一
一
五
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

、
碑
面
1
の
頭
書
五
行
中
に
、
ヅ
ヰ
ル
ケ
ン
は

　
舞
建
癖
、
ζ
§
ぴ
建
↓
ミ
睾
詮
（
薗
由
と
自
法
治
〉
の
記
入
が
あ
っ
て
こ
の
保
温
が
な
さ
れ
て
る
た
と
推
定
す
る
Q
こ
の

推
定
は
玉
器
⊥
、
2
、
5
、
に
デ
メ
ト
リ
ォ
ス
が
≒
緊
張
と
自
法
治
」
を
ヘ
ラ
ス
の
都
市
に
封
し
て
希
望
し
た
と
言
ふ

記
述
か
ら
伺
は
れ
る
が
、
頭
初
に
み
る
と
言
ふ
推
定
の
根
無
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
時
代
の
誓
約
に
基
く
。
師
ち
．
「
こ

の
上
壁
頭
第
一
ヶ
條
に
記
載
し
て
ヘ
ラ
ス
入
た
ち
は
膚
歯
に
し
て
自
尊
治
し
（
〔
デ
モ
ス
タ
ネ
ス
〕
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
p
ス

と
の
條
約
に
つ
い
て
」
入
飾
）
の
記
述
か
ら
、
ヴ
ヰ
ル
ケ
ン
の
推
定
は
正
し
い
と
思
ふ
。
こ
の
言
葉
が
含
む
所
の
意
昧
は

一
、
現
存
國
家
憲
法
の
承
認
、
二
、
骨
内
問
題
不
干
渉
、
三
沸
朝
貢
免
除
を
宣
言
す
る
。
勿
論
ア
ソ
プ
イ
ゴ
ノ
ス
王
家

の
安
全
も
保
証
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
家
に
此
等
の
糖
葉
條
件
と
し
て
戦
箏
禁
止
、
戦
爾
目
的
に
よ
る
占
領
の
禁
止
、
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

特
、
に
都
市
國
家
縮
互
戦
争
の
嚴
禁
。
同
項
は
プ
七
ソ
ツ
ボ
ス
の
時
に
も
宣
誓
碑
文
中
に
規
定
を
設
け
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
の
場
合
に
は
「
協
同
平
和
加
盟
の
都
市
か
ら
追
放
者
が
兇
器
を
携
へ
て
出
立
し
、
黒
和
加
盟
の
い
か
な
る
都
市
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
．

も
攻
撃
す
る
こ
と
は
三
法
と
す
る
」

（　108　）



　
聯
盟
條
約
の
存
綾
期
間
「
永
久
に
七
っ
て
」
（
本
文
）
此
れ
を
プ
ヒ
ゾ
ツ
ボ
ス
に
見
る
と
「
ブ
と
リ
ツ
ボ
ス
並
び
に
そ
の

　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
断

子
孫
」
よ
り
同
様
の
こ
と
が
演
繹
出
世
よ
う
。
史
上
重
要
な
こ
と
は
こ
の
字
句
の
解
職
に
心
す
る
ア
レ
ク
ナ
ン
ド
η
ス

と
ヘ
ラ
ス
の
都
市
と
の
相
違
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ス
の
都
市
は
此
の
挿
入
句
を
軍
な
る
修
僻
と
解
し
、
聯
盟
條
約
は
プ
ヒ
ソ

ッ
ボ
ス
の
死
と
同
時
に
乱
心
喪
失
と
考
へ
、
反
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
を
起
し
た
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ボ
買
ス
は
容
易
に
之
を
李

増
し
條
丈
論
り
聯
盟
の
存
績
を
認
め
、
そ
の
戦
場
責
任
者
プ
ィ
バ
イ
市
を
聯
盟
臨
時
総
轄
の
司
法
裁
判
に
か
け
て
庭
罰

　
　
　
　
　
　
⑰

を
之
に
一
任
し
た
Q

　
⑨
d
●
毒
濠
ぎ
圏
ピ
お
箋
℃
●
博
。
。
ピ

　
⑩
∪
碁
・
。
ゆ
0
9
後
節
「
宣
醤
し
解
親
滲
照
Q

　
⑪
〔
U
§
。
馨
げ
．
〕
．
嵩
’
饗
●

　
⑫
註
⑩
謬
照
。

　
⑨
　
U
δ
鐸
辱
●
躍
．
同
｝
掛
三
き
◎
H
・
O
●
O
・

（
四
）
聯
盟
の
目
的
〔
一
六
－
五
五
〕

　
全
ヘ
ラ
ス
の
安
寧
維
持
〔
一
一
〕
恥
号
二
心
「
李
和
」
を
縮
互
に
確
保
す
る
こ
と
が
聯
盟
の
第
一
義
的
目
的
で
あ
っ
た
。

所
謂
相
互
直
会
翠
玉
と
全
ヘ
ラ
ス
の
統
一
。
こ
の
政
策
は
プ
b
ソ
ッ
ボ
ス
の
中
心
思
想
を
な
し
て
み
た
。
故
に
〔
デ
モ

ス
テ
ネ
ス
〕
「
ア
レ
ク
テ
ン
ー
3
ロ
ヌ
と
の
條
約
に
つ
い
て
」
中
「
李
和
加
盟
の
全
都
市
國
家
」
二
五
）
「
李
和
加
盟
の
都
市

國
家
」
（
一
六
及
一
九
）
又
ア
ソ
ァ
ノ
ス
に
は
「
マ
ケ
ー
3
ニ
ァ
人
と
李
和
條
約
」
（
三
、
二
四
ノ
五
）
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
著

　
　
　
　
那
三
〇
二
年
へ
・
フ
ス
聯
無
下
（
碑
丈
）
の
箋
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
巻
第
一
號
三
三

（　109　）



　
　
　
　
㏄
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
趨
勢
納
（
碑
丈
あ
研
舞
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
農
桑
尭
巷
蕗
二
競
　
三
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

作
第
十
入
「
黄
金
冠
辮
論
」
の
幽
門
書
に
も
「
ア
レ
ク
ず
ン
ド
資
ス
に
よ
る
軍
和
」
Q
第
一
國
内
の
統
一
を
完
備
し
戦
事
壌

止
に
よ
っ
て
生
産
能
率
を
高
め
、
次
に
凝
る
べ
ぎ
計
書
は
生
産
供
給
地
（
新
植
民
地
）
の
獲
得
。
斯
く
し
て
先
に
は
ぺ
彫

シ
ア
討
征
が
、
今
は
又
、
カ
ナ
ン
ド
ロ
ス
討
伐
が
企
て
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
計
鑑
は
臨
時
的
で
あ
っ
た
と

は
言
へ
、
本
文
中
多
く
の
戦
意
事
項
の
規
定
が
、
そ
の
薄
行
上
直
ち
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
故
に
、
「
李

和
」
な
る
基
本
目
的
は
次
の
戦
盲
計
書
を
意
圖
し
て
作
成
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
自
で
あ
サ
。
つ

　
⑭
㏄
。
ζ
・
o
§
。
巴
・
」
。
。
。
。
。
。
陰
℃
』
鋒
其
他
前
掲
£
三
一
入
方
プ
・
リ
ソ
ボ
ス
三
世
王
令
中
に
も
「
プ
・
リ
ソ
ボ
ス
（
二
世
）
の
樹
立
ぜ
し
亭
和
」
「
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B

　
　
　
が
當
初
の
政
策
に
幕
き
こ
、
に
亭
和
存
著
き
プ
ヒ
リ
ソ
ボ
ス
及
ア
レ
〃
サ
ン
ド
ロ
ス
の
口
態
々
し
と
あ
ろ
o

a
警
備
甕
。
三
⊥
三
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
側

　
　
（
史
料
2
）
に
「
ア
ク
算
コ
ソ
ン
ト
ス
に
警
備
盤
台
多
象
§
“
を
駐
屯
せ
し
め
た
」
本
文
〔
二
ニ
ー
二
三
〕
「
軍
隊
に
食
糧

　
を
給
付
す
る
こ
と
」
聯
盟
は
ヘ
ラ
ス
の
安
寧
秩
序
維
持
の
た
め
、
警
備
軍
を
駐
翻
し
て
、
之
に
糧
食
給
付
を
し
て
み
た

　
事
實
を
語
る
。
こ
の
共
同
警
備
軍
維
持
は
プ
鱗
ソ
ッ
ボ
ス
及
ア
レ
ク
ず
ン
ー
3
”
ス
時
代
よ
り
聯
盟
の
主
要
事
務
の
7

　
っ
で
あ
っ
た
。
「
條
藩
中
、
事
務
事
項
と
し
て
総
會
委
員
並
び
に
一
般
警
備
を
受
命
し
た
誤
認
は
調
和
加
盟
の
都
市
圃

　
家
内
に
制
定
の
法
律
に
反
し
て
流
血
叉
は
邉
放
な
く
、
財
産
の
欝
欝
な
く
土
地
の
分
配
な
く
、
負
債
の
壌
止
な
く
、
革

　
命
の
目
的
を
以
て
奴
隷
を
開
放
せ
す
と
」
〔
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
〕
「
ア
レ
ク
ず
ソ
ー
3
ロ
ス
と
の
條
約
に
つ
炉
て
」
（
一
五
）
此

　
の
引
用
句
の
補
婁
に
よ
っ
て
、
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
警
備
は
警
備
事
項
受
命
の
人
々
に
委
任
せ
ち
れ
、
そ
の
ス
々
の
監
督



下
に
一
般
警
備
が
行
は
れ
て
る
た
こ
と
が
一
暦
朋
か
に
な
っ
た
。
そ
の
監
占
者
は
コ
般
警
備
の
た
め
王
達
に
任
命

さ
れ
た
る
総
督
L
本
丈
〔
六
八
一
六
九
〕
の
管
掌
事
項
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
時
に
は
警
備

軍
は
コ
ソ
ン
｝
ス
、
カ
ド
ミ
ア
、
プ
ユ
ド
ナ
及
各
地
占
領
都
市
が
安
定
す
る
迄
そ
こ
に
駐
剤
。
プ
ヒ
ジ
ツ
ボ
ス
時
代

に
は
カ
ド
ミ
ア
を
除
い
て
．
同
O
く
コ
リ
ン
ト
ス
、
プ
ェ
ド
ナ
等
に
駐
令
し
た
と
考
へ
る
。
総
督
は
ア
レ
ク
サ
ン
ー
3
算

蒔
代
ア
ソ
・
三
占
％
で
あ
っ
た
・
と
は
史
禦
傳
へ
・
所
で
象
が
・
騙
討
・
二
年
に
東
紮
デ
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
「
⑯

オ
ス
自
ち
と
推
定
す
る
。

警
備
…
軍
食
糧
給
付
の
件
、
ア
レ
ク
ず
ン
ー
3
”
ス
時
代
プ
ユ
ド
ナ
の
駐
西
倉
に
封
ず
る
給
付
條
約
碑
∵
文
が
、
ア
タ
ナ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

市
か
ら
拙
　
土
、
そ
の
他
キ
ヒ
ォ
ス
市
、
プ
ヲ
エ
ネ
市
に
も
伺
機
の
画
定
を
鎌
し
た
碑
文
が
残
っ
て
み
る
。
本
文
〔
三

一
－
三
六
〕
の
密
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
若
し
内
嘉
事
攣
に
製
し
て
は
駐
国
軍
は
直
ち
篶
出
兵
、
但
し
事
後
搬
澱
に

付
い
て
は
駐
剤
軍
に
は
そ
の
擢
利
が
な
く
．
そ
れ
を
聯
盟
総
會
へ
鮒
記
し
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
耳
垂
は
ア
ギ
ス

の
禽
三
三
↓
藻
し
・
ア
ン
・
グ
・
パ
・
二
叢
つ
蕪
鞭
ら
慈
・
れ
・
・

⑭
・
U
凶
O
（
一
．
嵩
・
H
同
剥
お
》
吋
鼠
9
翻
・
H
．
昌
・
。
。
●

⑯
g
〆
く
旨
犀
・
ロ
噸
お
旨
●
℃
．
日
膳
。
Q
・

⑰
H
9
題
．
。
。
諺
曾
u
ぎ
儲
・
ゆ
G
。
。
。
い
H
塁
。
ξ
．
軍
ご
μ
H
．
（
O
O
H
ω
●
H
）

⑱
望
鼠
●
嵩
・
翁
●
。
。
・

翫
安
寧
秩
序
違
反
取
締
規
定
〔
三
四
一
三
七
〕

　
　
　
㏄
三
〇
二
年
へ
員
聯
篠
約
ハ
墾
）
の
研
究
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
毒
第
二
二
三
三
三

（　111　）



　
　
　
岡
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
爆
約
（
弓
丈
）
の
箋
（
下
）
　
　
　
　
　
　
第
＋
九
巻
纂
二
號
　
奉
唱

　
1
反
胤
防
止
策
　
第
叫
の
デ
メ
ト
ソ
ォ
ス
政
策
は
コ
方
膚
ら
名
聲
を
得
ん
だ
め
ヘ
ラ
ス
入
に
断
っ
て
、
臼
法
治

　
を
輿
へ
」
（
史
料
1
）
の
撮
り
、
ア
ン
チ
擁
バ
ト
ロ
ス
の
支
持
し
て
み
た
貴
族
蕪
を
放
逐
し
て
民
主
制
政
治
に
復
し
、

　
吾
蕪
政
治
を
布
い
て
反
甥
運
動
を
防
止
し
た
が
、
他
方
本
文
に
明
か
な
如
く
密
告
者
を
奨
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
極
力
革
命
運
動
を
防
止
し
た
事
情
を
見
る
。
こ
ご
四
〕
こ
の
法
規
は
全
然
新
事
實
で
あ
る
。

　
2
條
約
違
反
弓
庭
罰
法
規
〔
三
四
i
三
七
〕

　
こ
の
法
文
に
ア
レ
ク
サ
ン
ー
3
ロ
ス
の
キ
h
モ
ォ
ス
市
へ
の
二
二
碑
文
を
補
填
す
る
と
更
に
明
瞭
に
な
る
Q

「
異
郵
人
に
都
市
を
背
信
内
通
せ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
逐
縛
し
た
る
略
の
全
部
を
含
み
、
ヘ
ラ
ス
入
の
（
聯
盟
）
決

議
に
從
ひ
蒲
加
盟
の
全
都
隠
窓
馨
姦
経
欝
欝
難
業
す
・
ミ
捕
縛
・
れ
た
・
も
の
は
響
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
ヘ
ラ
ス
聯
盟
総
會
に
護
邊
し
て
訊
問
せ
よ
」

故
に
ヘ
ラ
ス
聯
盟
慧
智
は
査
問
の
上
、
罪
科
を
考
量
受
刑
し
叉
は
特
別
審
査
を
行
っ
た
事
情
が
割
明
。
罪
人
は
公

櫻
槻
奪
者
と
し
て
敵
國
人
扱
ひ
に
し
た
Q
こ
の
慮
罰
事
情
の
詳
細
は
キ
ヒ
オ
ス
市
の
回
復
と
同
時
に
臨
機
、
盟
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

嵐
ら
裁
定
し
た
事
實
が
あ
っ
た
。

⑲
］
）
峯
。
。
●
ゆ
。
。
G
。
・
ド
ε
一
観
●

⑳
》
霧
営
ピ
。
。
蕊
誌
．
．
降
瓦
§
し
●
H
φ
・
⑰
ー
メ

α
海
土
航
行
自
由
の
確
保
（
自
由
商
業
樺
の
確
立
）
〔
三
七
－
三
八
〕



こ
の
重
言
三
七
〕
の
藩
は
ク
多
ア
入
貧
畑
・
デ
メ
ト
芽
ス
に
と
っ
て
黛
・
ブ
。
ス
の
藤
暴
・

別
e
ミ
〇
三
∠
奉
に
は
瞥
海
軍
力
に
よ
る
馨
の
必
要
が
な
か
っ
た
。
故
に
航
行
の
爵
は
ヘ
ラ
ス
の
都
市
國
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

φ
商
船
保
護
を
意
味
し
、
併
せ
て
海
賊
防
止
を
語
る
も
の
と
解
す
る
Q
ペ
ソ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
タ
ナ
ィ
同
盟
も
亦
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
重
要
性
に
鑑
み
、
プ
ヒ
ソ
ッ
ポ
ス
時
代
も
亦
そ
の
こ
と
が
課
せ
ら
れ
．
て
る
る
か
ら
、
こ
の
解
輝
は
次
の
事
實
と
考

べ
合
せ
て
正
し
い
。
那
酋
世
紀
後
葉
の
ペ
ラ
メ
は
自
給
自
足
纒
濟
時
代
を
過
ぎ
そ
の
食
糧
を
黒
海
岸
、
旗
ヂ
プ
ト
に

あ
ふ
ぎ
交
通
機
嗣
の
不
備
特
に
海
賊
船
の
脅
威
に
よ
っ
て
さ
他
方
、
屡
，
め
不
作
に
因
し
，
数
度
の
飢
健
に
襲
は
れ
詫
。

こ
の
こ
と
は
吏
籍
か
ら
も
碑
丈
か
ら
も
器
品
、
出
來
る
。
故
に
、
食
糧
品
輸
逡
統
制
は
從
二
天
ラ
”
ス
入
・
の
必
然
の
政
策
で

あ
戎
鍵
の
蕪
羅
貰
壁
羅
を
組
撃
・
所
以
は
、
奪
磯
の
騙
逐
と
商
船
の
保
護
に
原
因
す
働

る
。
從
っ
て
ア
レ
ク
ず
シ
ド
セ
メ
h
の
蒔
も
こ
囁
の
こ
と
は
特
に
芸
文
を
以
っ
て
h
規
約
巾
に
本
暦
加
盟
國
は
海
上
航
行

囁
の
膚
歯
を
有
し
、
何
人
も
彼
等
に
干
渉
を
せ
す
、
そ
し
て
何
人
の
船
を
も
強
制
的
に
入
港
せ
し
む
る
ご
と
な
し
．
若

も
誰
か
之
を
犯
さ
ば
、
全
山
和
加
盟
國
の
徹
樹
者
だ
る
べ
し
L
・
〔
デ
モ
ス
タ
ネ
メ
〕
「
ア
レ
ク
サ
シ
ド
、
ロ
ネ
と
め
條
約
」

（一

縺
j
猶
本
稿
〔
憎
四
五
〕
解
説
墾
照
。

＠＠＠
宍
o
p
お
ω
蕊
●
、
同
簿
回
．
℃
．
幽
典

6
ず
蓉
．
ド
鈎
髭
艮
鍵
。
げ
．
、
》
o
嵩
2
霧
H
“
・

男
｝
葺
舞
9
デ
思
財
。
鉱
9
ゲ
日
⑦
・
　
」
b
謬
3
．
こ
噂
G
D
留
。
．

　
℃
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ズ
野
並
繰
約
（
碑
丈
）
の
研
究
（
下
）

第
十
九
巻
　
第
一
剛
號
　
　
三
三
五



　
　
　
撹
三
〇
二
年
へ
・
フ
ス
二
葉
本
町
）
講
究
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
九
巻
第
一
盃
三
三
六

誌
現
在
政
府
の
憲
法
、
政
騰
の
革
命
禁
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

〔
四
二
　
四
五
〕
は
ヒ
ル
レ
ル
の
新
復
文
。
〔
一
五
〕
〔
一
四
四
一
一
五
〇
〕
を
補
ひ
、
前
揚
史
料
プ
ヒ
ジ
ッ
ボ
ス
三
世
の

王
令
中
「
プ
ヒ
ソ
ッ
ボ
ス
（
二
世
）
並
び
に
ア
レ
ク
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
日
の
憲
法
及
び
彼
等
が
先
に
巴
布
せ
る
早
手
の
下

長
興
さ
れ
し
そ
の
他
の
事
項
を
確
立
す
」
を
見
る
と
、
部
三
〇
三
年
の
政
響
當
っ
て
、
ヘ
ラ
ス
の
都
市
は
孝

民
主
制
を
回
復
し
た
。
こ
の
時
、
民
主
蕪
ば
デ
メ
ト
ソ
ォ
ス
蕪
と
同
意
語
で
あ
る
。
故
に
反
政
府
運
動
弾
座
は
自
蕪

政
治
の
維
持
を
意
味
す
る
Q
此
れ
と
全
く
同
様
な
事
情
の
下
に
ア
レ
ク
ず
ン
ド
ロ
ス
は
「
若
し
何
人
か
李
和
宣
誓
を

誓
約
し
た
時
現
存
す
る
各
都
市
國
家
政
府
の
墾
革
を
す
る
な
ら
ば
彼
等
は
雫
和
加
盟
國
一
般
の
敵
謝
者
と
見
徹
す
」

〔一

A
モ
ス
ヲ
ネ
ス
〕
ヲ
レ
ク
3
ド
ニ
と
の
條
約
に
つ
い
て
L
（
δ
）
　
　
　
　
・
醐

が
右
の
項
目
中
ヒ
ル
レ
ル
の
復
文
か
ら
新
事
實
が
明
か
に
さ
れ
π
。
若
し
現
存
憲
法
の
改
訂
墾
革
を
要
す
る
場
合
は

此
れ
を
ヘ
ラ
ス
聯
盟
総
懸
の
決
議
に
か
け
、
そ
の
裁
定
を
待
ち
裁
定
が
な
か
つ
だ
時
は
之
を
恐
ら
く
盟
主
に
訴
へ
た

も
の
と
思
は
る
。
こ
の
部
分
は
復
文
で
あ
る
か
ら
決
定
的
な
推
定
は
許
さ
れ
な
い
が
、
若
し
右
の
よ
う
な
解
繹
が
出

身
る
な
ら
ヘ
ラ
ス
聯
盟
は
今
上
考
へ
ら
れ
て
る
た
よ
り
以
上
に
中
央
集
樫
的
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
澱
。
　
〔
七
三
一
七

山ハ

l
北
ハ
に
墾
昭
℃

⑳
　
壇
．
・
躍
三
霞
H
簿
o
O
．
マ
ざ
戸
．



　
H
ヘ
ラ
ス
聯
盟
総
會
及
そ
の
組
織

（
「
）
磁
燗
購
皿
麹
偲
會
〔
↓
ハ
ニ
〕
〔
山
ハ
七
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ネ
ド
ロ
イ

　
（
吏
料
3
＞
を
見
る
と
さ
ミ
曾
亀
罵
。
。
嵐
曾
本
交
で
は
シ
ュ
ネ
ド
ジ
ォ
ン
「
総
會
」
、
叉
は
複
数
「
総
會
委
員
た
ち
」
〔
六

二
〕
〔
六
七
〕
〔
一
〇
〇
〕
〔
＝
五
〕
を
以
て
総
會
を
意
昧
す
る
。
若
し
之
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
史
料
に
求
め
る
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

浮
標
な
事
實
を
知
る
Q
二
つ
の
碑
交
に
は
「
ヘ
ラ
ヌ
聯
盟
総
會
の
意
見
」
及
び
「
ヘ
ラ
ス
聯
盟
古
調
に
て
」
同
時
代
史

料
中
ア
イ
ス
キ
ュ
ネ
ス
「
反
ク
プ
シ
ポ
ン
論
」
　
＝
六
節
に
「
君
た
ち
は
此
の
男
（
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
）
を
訊
問
の
た
め
ヘ

ラ
ス
聯
盟
総
會
へ
愈
愈
も
せ
す
引
渡
1
1
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
同
二
五
四
節
「
数
日
な
ら
す
し
て
ビ
ユ
テ
ィ
ァ

祭
（
デ
ル
ポ
イ
）
と
ヘ
ラ
ス
聯
盟
総
會
の
集
愈
が
あ
る
べ
き
筈
」

乳
故
に
公
に
，
↓
9
q
ミ
傷
。
っ
喜
ミ
↓
轡
℃
．
麟
ン
ン
普
§
「
ヘ
ラ
ス
人
の
総
山
」
と
繕
ば
れ
て
み
た
こ
と
を
知
る
。

　
　
　
　
　
ゆ
O
H
●

＠一＠＠

U
誇
鑑
　
　
　
　
紋
日
冠
5
染
R
d
S
3
《
m
9
ざ
G
↓
望
虜
ソ
ソ
8
’
琶
．
、
．

臣
2
騨
●
ゆ
器
●
～
く
畠
【
畠
く
溝
ソ
ぎ
艶
《
航
㎝
b
へ
§
．

同
搬
の
こ
と
に
つ
い
て
プ
・
可
ソ
ボ
ス
治
下
で
に
左
㊨
書
引
用

U
陶
鼠
●
巴
・
o
σ
O
・
臆
一
q
。
w
〕
ゴ
紛
け
芦
O
．
跡
酬
男
壱
●
○
暮
H
　
譲

爾
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
浦
下
で
は

潤
毛
①
二
騨
℃
●
国
琵
．
卜
。
P
U
一
〇
仙
●
嵩
髄
磨
O
》
認
．
跡
9
箕
．
・
ト
●
歌
●
目
》
O
●
H
O
・

（
二
）
聯
盟
…
総
會
役
ロ
貝
及
覚
ひ
特
繰
慣
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
〔
五
山
ハ
…
一
ふ
言
立
〕

　
　
　
　
一
三
〇
二
年
へ
・
フ
義
盟
條
約
（
碑
丈
）
の
箋
（
下
）

第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
三
七
．

（l15）



　
　
　
　
，
．
£
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
盟
志
雄
（
弓
丈
）
の
　
研
究
雫
）
　
　
　
　
　
　
、
驚
＋
九
巻
笙
霧
　
曇
天

　
　
　
　
　

　
本
項
以
下
聯
盟
総
會
の
内
面
機
構
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
こ
の
碑
か
ら
多
く
の
新
事
實
が
明
か
に
せ
ら
れ
た
。

　
聯
盟
職
員

　
a
盆
山
土
　
帯
磁
柳
明
鳳
委
口
輪
（
琿
冨
畢
を
・
曾
む
〔
七
山
ハ
〕
参
昭
描
）
　
c
聯
動
皿
所
下
刷
武
官
及
上
卿
士
（
総
督
、
各
地
一
駐
蝋
創
雷
甲
）
　
硫
聯
崩
皿

　
総
會
使
節
　
q
加
盟
都
市
誤
信
に
於
け
る
特
別
事
件
整
理
委
員
（
伸
裁
裁
劉
官
憲
司
法
裁
割
算
）
　
£
聯
盟
事
務
局
書

　
記
及
助
手
〔
七
八
i
－
八
三
〕
　
9
．
加
盟
都
市
國
家
の
暴
政
官
（
ヘ
ラ
ス
聯
盟
地
方
取
締
責
任
者
）

郎
ち
聯
盟
保
護
下
の
職
員
そ
の
他
は
、
地
方
加
盟
都
市
国
家
の
生
椹
よ
り
全
く
濁
立
し
て
、
そ
れ
ら
の
瀞
外
法
擢
者
と

し
・
て
取
扱
は
れ
て
る
だ
こ
と
が
明
瞭
Q
縦
倉
彼
等
の
行
動
が
加
盟
都
市
國
家
の
利
盆
と
相
反
す
る
場
合
を
生
じ
て
も
、

條
約
に
よ
っ
て
、
を
の
絶
母
宮
由
と
、
身
膿
の
不
可
侵
擢
は
弊
備
軍
と
、
地
方
墾
政
官
の
共
同
責
任
事
項
と
し
て
保
障
ゆ

　
　
　
　
　
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
σ

せ
ら
れ
て
る
π
。

　
⑳
當
時
ヘ
ラ
ス
の
都
市
に
て
に
反
封
黛
の
公
め
暗
殺
さ
る
㌧
も
の
多
く
、
特
に
雌
の
こ
と
な
巌
巌
Q

（ご

ｶ
総
愈
　
開
會
期
日
〔
諏
ハ
、
山
ハ
ー
ー
毒
ハ
九
〕

　
a
定
期
総
會
、
ヘ
ラ
ス
四
大
瀧
祭
日

　
（
六
呂
3
）
「
多
数
の
入
士
が
塗
集
」
を
先
に
，
4
ス
ト
ミ
ァ
祭
≧
解
し
た
。
若
し
聯
盟
委
員
の
み
な
ら
ば
六
〇
一
七
〇
名

　
に
過
ぎ
す
、
こ
の
よ
う
な
配
餅
は
用
ゐ
難
い
。
そ
の
上
斯
く
解
恕
す
る
こ
と
は
混
交
と
も
符
合
す
る
。
イ
ス
ト
ミ
ァ
祭

　
は
オ
リ
ユ
ム
ビ
ァ
祭
の
第
二
、
第
四
年
に
催
さ
れ
、
そ
の
時
は
ア
テ
ナ
イ
の
第
「
○
（
シ
ュ
ニ
ュ
キ
オ
ン
）
月
入
日
に



初
・
。
、
㏄
三
Q
二
年
の
砦
昌
四
月
三
＋
日
に
な
・
。
故
に
祭
事
は
四
月
三
吉
よ
ゲ
三
舞
あ
っ
た
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

五
月
二
日
閉
會
し
て
み
る
Q

祭

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

9
．

B．C．

3－IQI39

339／8

3：一S／7

337／6

ce・6／5

335！Ll

サ334／3

33312・

332・　／l

331／0

330／29

329！．　8

328／ri’

327／6

326／5

325／4

324／3

323／2

／

1

2

3

4

1

2

写05／4

30孟／3

ao3／2

：e2・　／1

2・　Ol／O

L，OO／29

守
・
愈
1
・

一一

E

×

×

亙
一
／

マ
｝
マ
｝

・
、
・
4
一
・
　
＝
・
＝

・
・
1
・
｛
・
＝
・
㎜
．
「
⊥

＝
④
＝
　
　
X
＝
「

マ
＝
×
＝
×
一
⊥
　
×
「

／
／
｛
・
一
・

［
　
マ
一
　
［

　
　
　
　
　
　
×

マ
＝
◎

σ異り

㊨
史
籍
上
縫
會
の
記
錐
あ
る
も
の
◎
×
ほ
説
察
ゆ

帥
ち
以
上
の
通
り
、
概
祭
回
数
は
四
年
間
に
、
六
回
あ
．
る
か
ら
聯
、
盟
定
期
総
轄
の
回
撒
も
四
年
間
、
に
六
度
と
な
る
Q

そ
こ
で
・
奥
籍
一
上
記
録
の
定
・
期
総
愈
　
が
’
的
確
に
華
車
臓
に
開
…
催
の
還
郷
を
見
る
と
、

此
三
三
二
象
の
イ
至
・
棊

「
凡
そ
こ
の
時
は
入
に
よ
っ
て
覗
は
る
〉
イ
、
箔
ト
ミ
、
ア
説
祭
に
声
誉
し
だ
。
迎
合
す
き
な
、
、
ヘ
ラ
ス
人
は
聯
盟
総
會
よ
　
、

り
十
二
名
め
使
節
を
．
ア
レ
ク
サ
ン
ド
管
ス
に
派
し
、
黄
金
冠
一
箇
献
上
し
て
彼
の
功
績
と
勝
利
に
よ
っ
て
、
彼
が
全

ヘ
ラ
ろ
の
李
和
を
増
進
し
た
戚
謝
の
献
上
品
た
る
べ
き
こ
と
を
淡
議
し
た
Q
」
（
ク
ぞ
プ
ィ
ウ
ス
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

　
　
　
㏄
三
9
．
蚕
・
フ
ス
聯
帯
勲
饗
）
の
饗
（
下
〉
　
　
　
　
　
筆
九
塗
筆
い
號
ジ
三
三
九
．
・



　
　
　
．
飢
三
〇
二
年
念
フ
ス
聯
罎
約
（
嚢
）
の
饗
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
巻
藝
號
三
四
〇

傳
」
四
、
五
ノ
一
ご

・
購
三
三
・
／
二
九
年
デ
業
・
、
プ
・
テ
・
ア
祭

「
数
日
な
ら
す
し
て
ピ
ュ
テ
ィ
ァ
の
祝
祭
と
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
開
催
が
あ
る
筈
」
（
ア
イ
ス
キ
ュ
ノ
ス
「
，
反
ク
テ
シ
ボ
ン

論
」
二
五
四
）

・
皿
三
二
四
年
九
月
す
ユ
含
棊

「
ニ
カ
ノ
オ
ロ
の
（
オ
ソ
ユ
ム
ゼ
ア
）
到
着
に
よ
っ
て
ペ
ロ
ポ
、
矛
ソ
ス
並
び
に
ヘ
ラ
ス
に
於
け
る
（
ハ
ル
パ
ロ
ス
の
）
所

持
金
が
押
牧
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
命
令
中
追
放
者
に
關
す
る
こ
と
、
及
び
ア
カ
ハ
イ
人
、

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
入
、
ボ
ィ
オ
テ
’
イ
ァ
入
…
…
の
其
同
宣
言
に
給
す
る
命
令
を
も
つ
て
來
た
の
で
あ
っ
た
」
（
ヒ
ュ
ペ
ソ

デ
ス
「
反
デ
モ
ス
ラ
ネ
ス
論
」
一
入
、
四
）

㏄
三
遷
究
月
に
於
け
・
へ
・
ス
鷺
皿
定
期
響
ξ
い
て
は
拙
欝
忍
言
究
更
學
雑
誌
蓼
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
上
の
事
實
か
ら
、
早
く
ド
ロ
イ
ぜ
ン
は
プ
h
ソ
ツ
ボ
ス
及
ア
レ
ク
ず
ン
ド
ロ
ス
の
コ
ソ
ン
ト
ス
同
盟
の
春
期
は
四

大
親
祭
で
あ
ら
う
と
言
ふ
総
説
を
立
て
た
が
、
今
本
碑
文
の
登
見
に
よ
っ
て
そ
れ
が
確
謹
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑳
H
〈
・
ω
9
ま
置
。
”
，
G
H
巴
董
曲
ρ
〔
唱
ン
～
図
〕
H
×
・
目
。
冨
』
㌶
Q
。
逡

　
．
蜀
囚
．
2
”
〕
N
o
｝
．
国
p
乙
玄
一
〇
プ
畠
．
冒
舞
財
亭
ε
0
7
0
㌶
○
ぎ
δ
σ
q
ぎ
類
．
同
O
H
同
．
τ
’
こ
。
＄
．

　
　
タ
洋
b
ご
’
∪
ヨ
弩
δ
0
7
　
浮
鋭
色
一
〇
コ
。
陰
。
鵬
〉
〔
げ
。
卿
謎
．
回
O
q
。
H
●
回
）
●
蔭
触
W
9

⑳
9
u
δ
遂
Φ
鐸
Ω
…
。
『
斜
国
。
蕾
四
ゴ
H
の
い
H
．
ワ
目
諺
謬
ド

（118）



q
・
詞
く
団
一
〇
押
窪
9
同
㊤
旨
．
マ
同
蕊
●

　
h
非
常
時
総
曾

　
　
戦
時
中
・
は
必
要
に
磨
じ
て
そ
の
都
度
開
會
の
規
定
Q

こ
の
・
と
は
笙
回
ヘ
ラ
ス
聯
盟
を
・
ソ
ン
ト
ス
に
開
い
た
時
（
㏄
三
三
入
年
暮
）
か
ら
明
か
で
あ
嘉
、
デ
・
穿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
の
反
観
及
び
ア
ギ
ス
の
反
鋤
直
後
の
集
會
は
明
か
に
騰
時
集
會
。

　
⑳
豆
。
畠
。
H
メ
幽
・
o
・

　
q
…
聯
萌
皿
細
脚
會
召
集
者
〔
∴
ハ
八
〕
、
　
〔
レ
～
∩
v
l
七
一
ご
〕
補
諏
讃

・
聯
羅
蔀
ち
そ
の
露
霧
騰
理
醤
。
　
　
　
　
　
　
　
働

　
2
盟
主
。
本
文
で
は
王
達
、
ア
ン
プ
イ
ゴ
ノ
ス
及
デ
メ
ト
リ
ォ
ス
。
以
前
に
は
プ
ヒ
ソ
ツ
ボ
ス
．
及
ア
レ
ク
ず
ソ
ド
ロ

　
　
ス
、
㏄
三
三
五
年
、
ζ
バ
あ
警
は
、
ア
夢
診
ド
ニ
自
ら
招
請
。

　
3
総
督
。
㏄
三
〇
二
年
に
は
デ
メ
ト
ジ
ォ
ス
王
で
あ
っ
た
と
推
定
。
ア
レ
ク
サ
ン
ー
3
ロ
ス
時
代
ア
ギ
ス
の
観
後
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
ア
ン
プ
冠
バ
ト
ロ
ス
は
明
か
に
コ
ゾ
ン
ト
ス
へ
…
聯
盟
臨
時
総
會
を
召
集
。

　
⑳
　
U
ざ
山
．
罵
．
諺
．
跡
ρ
真
層
⑪
・
同
．
H
O
’

（
四
）
総
・
曾
日
…
糧
並
び
に
総
・
曾
開
催
　
地
〔
山
ハ
九
ー
レ
艶
ご
〕

　
乱
玄
馬
日
程
は
軍
に
理
事
噛
め
要
求
す
る
だ
け
と
言
ふ
以
外
規
定
が
な
い
。
若
し
之
を
祝
祭
日
間
と
す
る
と
オ
ソ
ユ

　
　
　
　
讐
9
奮
・
ス
聯
繋
約
（
碑
丈
）
の
研
究
（
下
）
　
　
　
　
諸
藩
第
二
號
三
璽



　
　
　
　
讐
〇
二
餐
・
フ
ス
重
工
糞
婆
あ
饗
（
不
）
　
　
　
　
h
筆
萎
隠
謀
三
響
、
一

　
ム
ピ
ァ
祭
は
五
日
間
そ
の
他
も
五
畿
若
穿
く
は
こ
、
百
◎
今
史
上
、
こ
の
種
の
會
期
H
程
の
知
ら
れ
て
み
る
も
の
を
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
げ
る
と
、
ア
カ
ホ
イ
同
盟
愈
議
の
コ
ニ
繕
問
し
の
み
で
あ
る
。
但
ア
・
グ
ナ
イ
の
同
盟
會
議
は
常
時
。

　
眠
総
會
地

　
　
1
準
時
、
就
祭
地
（
総
會
期
日
解
説
墾
照
）

　
　
　
先
に
こ
の
聯
盟
の
基
本
目
的
が
ヘ
ラ
ス
の
統
一
に
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
の
繋
船
を
目
的
と
し
て
、
聯
盟
総
會

　
　
　
を
覗
陣
地
に
開
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
そ
の
用
意
深
さ
を
思
は
せ
ら
る
、
。
同
じ
傳
統
、
同
一
の
宗
激
を
有
す

　
　
　
る
こ
｝
、
祝
祭
中
に
慣
例
と
し
て
戦
士
禁
止
期
と
し
、
轟
轟
和
の
時
で
あ
っ
た
。

　
　
2
、
臨
時
、
召
集
者
任
意
め
地
。
但
し
從
來
多
く
コ
ソ
ン
ト
ス
を
選
び
そ
の
爲
に
嘗
っ
て
こ
の
聯
盟
を
「
コ
ソ
ソ

　
　
　
｝
ス
同
盟
」
と
も
名
づ
け
た
が
、
こ
の
命
名
は
根
標
が
な
い
。
警
備
軍
、
事
務
局
の
所
在
地
で
あ
る
が
、
一
方

　
　
　
既
め
地
は
ヘ
ラ
ス
の
中
央
に
侍
．
験
し
集
合
に
便
利
な
黙
も
あ
っ
た
。

　
⑳
　
樽
。
ぢ
『
駆
。
O
℃
障
恥
曹
H
P
ト
ぎ
。
。
悼
・
同
0
5
9

（
五
）
聯
盟
総
愈
の
樺
限
及
総
會
成
立
の
法
定
数
〔
七
三
一
七
⊥
ハ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
本
項
は
ヘ
ラ
ス
聯
盟
組
織
機
構
の
中
心
黙
に
労
る
Q
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
新
し
く
割
明
し
た
事
實
で
あ
る
。
「
聯
盟
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
ア

會
に
て
決
議
さ
れ
た
事
項
は
原
則
（
決
定
的
）
と
す
」
〔
七
三
－
七
四
〕
。
不
幸
に
し
て
こ
の
鳶
号
§
の
箇
所
が
初
め
欠
字

で
復
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
れ
以
上
適
當
な
文
字
が
な
い
限
り
正
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
こ
の
篇
次
の
項
を
補

（・　120　）



ふ
一
と
尋
暦
鋼
然
と
す
る
。
，
「
決
議
せ
る
事
項
に
つ
き
都
一
市
國
家
は
総
會
よ
．
り
布
達
項
－
目
の
監
査
を
な
す
・
．
」
と
を
得
す
」
更
・

に
・
〔
四
二
丁
四
五
〕
〔
六
〇
1
六
六
〕
を
補
し
て
考
へ
る
と
、
次
、
の
よ
う
な
こ
と
が
制
．
る
q
加
．
盟
都
市
興
醒
と
聯
盟
の
利
盆
が

縮
互
衝
突
を
來
し
た
場
合
、
聯
盟
は
地
方
都
市
國
家
の
憲
法
に
制
約
さ
る
〉
こ
と
な
く
、
自
由
に
そ
の
決
議
に
從
づ
て

行
動
し
得
る
。
、
反
響
、
地
方
都
市
評
家
は
聯
盟
め
決
議
ほ
原
即
と
し
て
之
に
遵
ひ
、
自
由
に
地
方
都
市
漁
家
め
手
に
て
訂
、

正
文
．
は
監
査
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
若
し
そ
の
必
要
あ
る
場
合
は
再
度
、
聯
盟
に
訴
願
の
上
、
，
三
韓
を
し
て
訂
正
決
雪

景
を
得
る
外
に
遣
が
な
い
O
換
言
す
る
と
聯
盟
の
決
議
は
明
確
に
地
方
都
市
悪
言
、
の
主
樺
め
行
動
範
圃
を
拘
束
す
る
つ
、

同
機
に
聯
盟
の
一
成
員
た
る
盟
主
の
そ
れ
を
も
制
限
す
る
。
故
に
盟
主
と
し
て
王
が
ヘ
ラ
ス
の
地
方
都
市
國
家
の
上
に

臨
蕩
倉
法
警
は
嘗
へ
・
フ
ス
憎
憎
一
華
ふ
法
的
協
羅
姦
し
て
の
み
姦
な
關
係
が
筆
る
の
で
φ
つ
で
、
働

此
れ
以
，
外
法
規
上
何
の
干
渉
も
幽
來
る
の
で
は
な
い
◎
二
の
間
・
の
法
理
論
は
〔
デ
モ
ス
ラ
ネ
ス
〕
著
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
と
め
條
約
に
つ
い
て
」
中
明
概
．
に
表
現
．
さ
れ
て
み
る
。
、
故
に
ヘ
ラ
・
箔
聯
盟
の
組
織
を
近
代
的
の
言
葉
に
移
し
て
見
る

と
、
法
行
爲
の
誘
騰
と
し
て
，
法
的
二
四
者
た
り
得
元
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
こ
～
に
こ
の
聯
盟
の
傳
黒
め
強
固
さ
が
あ

〉
、
之
が
だ
め
、
再
々
度
組
織
せ
ら
れ
た
研
以
で
も
あ
っ
元
。
猶
、
プ
ヒ
ジ
ツ
ボ
ス
及
ア
ン
ク
サ
ン
ー
3
官
ス
が
共
に
如

何
に
，
ヘ
ラ
ス
聯
盟
を
奪
重
し
た
か
を
知
る
一
国
料
と
し
て
バ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
記
載
を
引
用
す
る
と
、
彼
は
着
時
の
質
マ
・

人
の
無
法
を
憤
り
、
「
斯
か
る
こ
と
は
ヘ
ラ
ス
人
に
撃
つ
・
て
、
未
だ
嘗
っ
て
な
か
っ
た
。
マ
ケ
ド
三
ア
人
φ
う
ち
、
勢
威
“

最
も
振
哉
し
ア
ミ
ュ
ン
ト
ス
の
子
プ
ヒ
・
ソ
ッ
ボ
ス
及
ア
レ
ク
サ
ン
ド
p
ス
と
錐
も
武
か
に
よ
っ
て
ヘ
ラ
ス
人
の
中
よ
勺

　
　
　
　
就
滋
g
…
年
、
含
，
ス
轡
虫
約
（
碑
丈
）
り
饗
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
九
餐
第
一
．
扉
三
騨
三



　
　
　
　
㏄
三
〇
二
餐
・
フ
ヌ
面
壁
約
（
碑
丈
）
の
観
究
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
巻
箪
二
號
ご
一
四
四

彼
等
の
仮
甥
者
を
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
逡
つ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ム
ピ
七
ク
ク
イ
オ
ン
（
デ
ル
ポ
イ
宗
激
會
議
）
に
そ
れ

ら
の
人
々
を
逡
っ
て
串
開
き
す
る
こ
と
を
聯
し
た
」
（
七
、
一
〇
ノ
一
）
、
こ
の
宗
敏
争
議
は
註
繹
上
問
題
に
な
っ
て
み

る
が
、
修
僻
上
プ
ヒ
ソ
ッ
ボ
ス
に
重
き
を
麗
い
て
斯
ぐ
言
っ
た
か
、
若
し
く
は
聯
盟
を
誤
っ
て
斯
く
稽
ん
だ
と
も
思
は

る
。

　
次
に
総
會
成
立
の
法
定
数
の
記
載
が
あ
る
が
、
・
そ
れ
は
全
委
員
の
忠
席
過
孚
数
を
以
っ
て
す
る
規
定
Q

　
⑭
黎
些
二
四
年
・
・
三
鷺
姦
総
曾
・
・
〃
サ
…
ス
磐
講
各
藩
・
研
究
」
（
史
難
蒙
照
。

（山

n）

ｲ
時
聯
明
塾
埋
事
金
団
同
、
“
偽
。
っ
、
。
。
並
び
に
鯉
ご
裏
年
冨
田
〔
一
一
レ
～
i
書
入
〕
r

　
ヘ
ラ
ス
聯
盟
は
不
時
（
コ
ソ
ン
ト
ス
）
に
聯
盟
事
務
局
を
強
き
、
行
政
管
掌
を
五
名
よ
り
成
る
理
事
に
委
任
し
て
ゐ
π

こ
と
が
、
本
文
か
ら
明
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
．
事
に
面
一
何
れ
の
古
典
史
籍
も
記
載
し
て
み
な
い
。
但
し
此
の
制
度
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ェ
ド
旧
ス

古
く
よ
り
ヘ
ラ
ス
に
存
在
－
）
、
ア
テ
ナ
イ
市
で
は
四
百
入
會
の
時
に
五
人
の
理
事
を
置
き
毎
日
交
代
に
議
長
た
ら
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
に
は
九
人
の
理
事
を
選
ん
で
み
る
。
そ
の
他
イ
ム
ブ
▽
ス
、
サ
ム
ツ
ラ
ヶ
、
等
ア
タ
ナ
イ
と
同
民
主
制
を
布
け
る
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
、
又
は
フ
テ
ユ
ム
フ
ァ
ツ
ス
、
マ
グ
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ト
ソ
ァ
等
の
碑
文
に
も
同
じ
制
度
が
あ
っ
た
記
録
が
あ
る
。
こ

、
で
問
題
は
此
の
制
度
は
プ
ヒ
リ
ッ
ボ
ス
時
代
よ
り
存
し
た
も
の
で
あ
る
か
若
し
く
は
デ
メ
ト
リ
ォ
、
ス
の
新
制
と
見
る

か
。
タ
ア
ン
は
後
者
と
推
定
す
る
が
、
確
立
な
根
糠
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
在
來
の
制
度
と
見
そ
の
綴
承
と
見
る

方
を
と
り
度
い
。
総
會
の
議
長
は
初
め
ヅ
ヰ
ル
ヶ
ン
は
デ
メ
ト
リ
ォ
ス
で
あ
っ
だ
で
あ
ら
う
と
し
た
が
、
ル
ウ
セ
ル
の

（　1，2　D．　）



　
　
　
　
　
　
⑳

五
理
事
の
交
代
説
に
支
持
し
得
す
一
般
に
議
長
は
理
事
の
一
名
と
い
ふ
こ
と
に
一
致
す
る
よ
う
に
な
つ
だ
。

　
理
事
選
出
法
、
各
都
市
各
部
族
を
一
室
位
と
し
て
、
各
軍
位
匪
よ
り
一
名
以
上
を
選
出
す
る
こ
と
を
得
す
◎
押
歯
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

委
員
一
〇
名
以
上
選
鴇
の
都
市
等
も
あ
る
關
係
上
、
蜥
か
る
規
定
が
な
い
場
合
に
は
唐
然
多
数
委
員
選
出
の
都
市
に
理

事
職
を
獅
賑
し
、
一
地
方
過
重
の
弊
を
生
す
る
。
若
し
今
、
デ
メ
ト
リ
ォ
ス
が
、
斯
か
る
ア
テ
ナ
イ
の
制
度
を
探
聾
し
た

と
し
て
も
親
ア
・
グ
ナ
イ
の
彼
が
斯
の
制
限
を
ア
テ
ナ
イ
市
の
よ
う
な
大
都
市
の
爲
に
設
け
た
で
あ
ら
う
か
。
反
当
、
制

度
上
の
精
紳
に
於
い
て
、
寧
ろ
プ
ヒ
ソ
ッ
ボ
ス
の
政
策
と
蓮
す
る
も
の
が
あ
る
故
．
こ
の
制
度
は
麗
三
三
入
年
よ
り
由

來
し
た
も
の
と
見
る
。

　
⑮
》
警
勇
。
ワ
≧
ド
¢
・
9
こ
・
i
。
”
日
ぎ
雪
惹
堕
≧
ぎ
ρ
”
。
ワ
≧
．
塩
鱒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
1
、

　
⑳
　
回
9
〆
H
H
・
つ
つ
．
畿
博
拷
H
縛
o
D
．
↑
歌
ρ
＜
．
P
毅
メ
捌
洲
・
b
っ
．
撰
．

　
⑰
9
ノ
＜
…
三
§
ピ
μ
o
嵩
●
7
墾
⊃
8
．
勺
・
拶
。
諺
。
。
。
r
H
ψ
窓
●
ワ
器
亀
。
・

（
七
）
理
事
の
職
務
及
職
責
〔
七
入
・
i
八
○
〕

　
理
解
の
便
慮
上
分
類
す
る
な
ら
ば
、

　
a
立
法
事
務
、
1
聯
盟
委
員
、
総
書
記
、
助
手
等
の
召
集
、
2
審
議
事
項
の
提
案
、
3
可
決
事
項
の
記
録
傳
達
、

　
　
4
本
記
録
保
管

　
翫
行
政
事
務
　
　
一
般
事
務
監
督
、
例
へ
ば
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
時
代
物
會
は
決
議
し
て
ア
ル
ゴ
ス
に
仲
裁
々
判
事
務

　
　
　
　
双
三
・
二
年
…
聯
爆
約
（
碑
文
）
の
舞
下
）
　
　
　
　
筆
窓
第
二
號
三
窒



　
　
　
　
£
三
〇
ご
年
・
ヘ
ラ
ス
・
聯
擬
繰
約
（
碑
丈
）
の
研
究
（
下
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簸
十
九
巻
、
箪
二
鞍
　
　
三
四
六
「

　
　
　
　
黎
⑧

　
　
を
委
任
．
し
た
が
斯
か
る
事
、
務
の
監
督

　
α
司
法
事
務
　
1
違
反
事
項
串
告
の
受
付
及
総
會
へ
の
報
告
、
2
違
反
者
所
罰
の
監
督

　
理
、
事
め
職
責
、
全
事
務
事
項
に
排
し
、
無
限
責
任
を
負
ぶ
こ
と
。
理
事
の
不
法
行
爲
を
制
限
す
る
だ
め
」
何
人
で
も

膚
由
に
前
理
事
訴
訟
交
書
を
重
壁
理
事
へ
提
出
し
て
之
を
糺
弾
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
み
た
。
之
に
よ
っ
て
事
務
上
の

悪
事
を
摘
饗
せ
し
め
、
総
曾
は
、
理
事
の
監
督
樺
を
も
つ
て
み
た
こ
と
が
明
か
に
知
ら
れ
る
。
も
と
こ
の
制
度
は
ア
ラ
ナ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
に
あ
っ
て
、
何
入
で
も
自
由
に
官
吏
を
揮
劾
し
得
た
。

　
⑳
　
U
博
亀
・
に
O
H
．
　
　
　
　
　
　
・

　
⑧
》
密
ε
『
図
。
ワ
舞
7
臨
．
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㏄

（
入
〉
戦
時
聯
盟
，
理
事
會
〔
九
一
〕

　
本
文
で
は
戦
時
中
理
事
會
は
、
王
達
指
名
め
理
事
に
よ
づ
．
て
組
織
す
る
規
定
が
あ
る
。
逆
に
之
を
推
論
す
る
と
、
聯
盟

総
會
は
走
時
必
ら
す
し
も
王
達
の
意
の
倦
に
行
動
す
る
こ
．
と
な
く
、
そ
の
淡
議
に
從
っ
て
脅
由
に
行
政
し
て
み
た
と
言

へ
る
。
故
に
．
戦
時
、
中
特
に
此
の
規
定
を
設
け
て
王
直
属
め
面
壁
た
ら
し
め
る
要
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
ブ
勤
、
ソ
ッ
ボ

ス
及
ア
レ
ク
サ
ン
ー
3
骨
ス
時
代
ペ
ル
シ
ア
墨
壷
に
鷺
っ
て
、
理
事
會
は
事
實
上
、
総
帥
の
手
に
移
つ
π
も
の
と
解
す

⑩

る
。

　
⑳
u
凶
鼠
●
同
節
G
。
o
．
q
ゆ
’
嵩
・
蘇
・
o
》
帽
壱
’
○
罫
同
．
誌
‘



八
九
）
総
愈
委
員
敏
濡
罰
期
h
九
悟
一
九
四
〕

　
呼
規
定
と
し
て
病
氣
敏
席
の
時
は
報
告
の
こ
と
、
・
．
若
し
無
断
敏
席
の
場
合
は
毎
會
議
一
名
ニ
ド
ラ
ク
ラ
々
（
又
．
は
ニ
ム

ナ
）
ら
を
支
佛
ふ
べ
き
こ
と
ρ
「
ド
ラ
ク
フ
マ
」
「
ム
・
ナ
」
の
場
所
は
歓
字
・
で
鋼
諮
…
に
困
難
を
滅
…
す
る
所
で
あ
る
。
次
に
罰
・
金

免
し
て
享
ク
・
巌
三
蓋
、
緊
世
紀
の
ボ
ィ
オ
テ
・
ア
同
盟
の
罰
盆
ビ
フ
ク
フ
「
マ
と
比
す
・
と
ニ
ド
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
フ
々
に
句
根
櫨
榊
が
ゆ
の
る
。

　
⑫
国
艶
彫
○
藷
『
。
O
。
｝
・
H
ゆ
・

（
一
〇
）
聯
盟
軍
非
慮
募
罰
期
〔
九
四
一
九
九
〕

　
戦
事
終
了
時
迄
一
日
一
人
に
つ
き

　
年
騎
兵
孚
ム
ナ
　
翫
重
々
兵
一
．
】
、
○
ド
・
ラ
ク
フ
マ
　
C
輕
歩
兵
…
○
ド
ラ
ク
フ
マ
　
就
水
兵
五
1
3
ラ
ク
フ
マ

以
上
九
1
一
〇
項
中
に
都
市
の
み
を
記
し
、
種
族
の
記
載
が
な
い
が
、
詳
細
捌
當
に
際
し
て
は
都
市
を
基
本
に
し
た
も

の
と
思
は
る
。

　
こ
、
で
當
時
の
生
活
継
態
か
ら
此
れ
ら
の
罰
鋼
金
を
見
る
と
、
ぺ
趣
ボ
ネ
ン
ネ
戦
時
代
ア
・
7
ナ
イ
市
は
重
歩
兵
に
一

F
ラ
ク
フ
マ
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
軍
で
は
四
温
ボ
ル
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ー
3
ロ
メ
時
代
．
も
」
1
3
ラ
ク
フ
ヤ
を
出
な
か
っ
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
る
Q
帥
ち
最
．
上
の
歩
兵
ヒ
ダ
ス
バ
ス
に
】
ド
ラ
〃
フ
マ
の
支
給
の
碑
文
が
あ
る
か
ら
。
ア
レ
ク
テ
ン
ド
η
ス
の
東
征

と
、
同
時
に
ぺ
ζ
ア
の
銀
貨
悪
し
義
響
、
通
貨
の
下
落
と
、
一
方
物
債
の
上
騰
表
し
た
た
め
、
就
三
〇
三

　
　
　
　
就
き
二
年
念
フ
礁
華
字
（
碑
文
）
薪
究
（
下
v
　
　
　
　
摯
舞
舞
一
寸
三
四
七

（1嚢5）



　
　
　
　
　
現
三
〇
二
年
念
フ
ス
聯
農
約
（
碑
丈
）
の
箋
（
下
）
　
　
　
　
　
筆
九
巷
第
一
簸
三
四
八

年
デ
メ
ト
ヅ
ォ
ス
軍
中
幅
歩
兵
は
ニ
ド
ラ
ク
フ
マ
を
も
ら
っ
て
る
た
。
ア
レ
ク
ヅ
ン
ド
ロ
ス
時
代
の
約
二
倍
に
飾
る
。

こ
の
比
例
は
他
の
物
慣
に
も
見
ら
る
、
現
象
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
時
代
、
小
萎
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
三
ド
ラ
ク
フ
マ
が
デ

モ
ス
潔
ス
（
ア
レ
多
ン
・
・
ス
蒔
代
畢
・
フ
ク
・
マ
、
寄
事
入
二
年
ほ
こ
ス
島
で
鴇
七
ビ
フ
ク
・
マ
⊥
．

O
ド
ラ
ク
フ
マ
に
達
し
て
み
る
。
以
上
の
事
實
か
ら
推
し
て
、
罰
金
は
、
給
料
の
約
一
〇
倍
と
見
ら
る
、
が
、
高
峯
で

あ
る
。
高
奉
の
事
情
か
ら
、
如
何
に
聯
盟
軍
の
必
要
を
認
め
ら
れ
て
み
た
か
“
想
像
さ
れ
る
。

　
⑫
H
g
H
鷺
。
。
。
。
o
．

碑
面
皿
轟
〔
一
〇
〇
一
一
〇
三
〕
ば
最
も
早
く
獲
見
の
臨
片
。

碑
癒
1
7
〔
一
〇
凶
1
㎜
一
六
〕
ば
碑
颪
巫
の
憂
き
と
思
に
れ
、
同
様
に
聯
盟
軍
の
事
項
の
規
定
と
重
三
れ
、
「
傭
兵
」
の
丈
字
か
ら
、
軍
中
身
兵
が
ゐ
カ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

菜
歌
序
（
兵
と
の
義
字
か
ら
嚢
轟
關
の
設
備
も
あ
っ
を
当
れ
る
。
「
司
令
寓
そ
の
響
E
の
所
業
艶
薬
昧
し
、
〔
一
三
ま
エ
C
に

ヴ
ヰ
ル
ケ
ン
ほ
輸
出
入
税
の
規
完
と
考
へ
う
が
若
し
そ
れ
な
ら
ば
ア
レ
グ
サ
ン
ド
ロ
ス
更
代
そ
の
規
定
に
な
い
Q

（　IL）6　）

（幅

黶j

o
費
分
携
事
項
〔
一
＝
ご
一
＝
二
〇
〕

　
主
意
．
分
携
は
三
等
と
正
義
を
以
っ
て
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ア
レ
ク
ず
ン
ー
3
ロ
ス
の
時
キ
七
オ
ス
市
は
聯
盟
軍
の
負
携
と
警
備
軍
支
給
を
課
せ
ら
れ
た
。
ブ
ジ
エ
ネ
市
は
「
ブ
ソ
エ

　
　
　
シ
う
タ
ク
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ネ
市
の
聯
盟
費
を
免
じ
て
そ
こ
に
駐
翻
す
る
警
備
軍
は
…
…
」
（
欠
宇
）
恐
ら
く
支
給
負
謄
を
諜
せ
ら
れ
た
と
思
は
ぢ
◎

軍
備
供
給
、
警
備
軍
負
篭
等
の
時
は
聯
盟
費
は
免
せ
ら
れ
、
然
ら
ざ
る
時
は
之
を
賦
課
し
た
も
の
と
考
へ
ら
る
。
ア
テ



ナ
イ
第
二
海
上
同
盟
、
ペ
ロ
ボ
ネ
シ
ア
同
盟
、

　
⑮

あ
る
。

　
⑬
　
U
捧
、
。
・
卜
⊃
◎
。
。
。
．
・

　
⑭
　
O
Q
H
幹
H
・

　
⑮
u
馨
翻
」
ミ
●
H
Q
＜
・
回
」
”
寓
亀
・
○
翼
鴇
属
・
O
。
ピ
H
評 ボ

エ
ォ
テ
ィ
ァ
同
盟
に
も
同
名
総
の
下
に
経
費
賦
課
が
あ
っ
た
事
序
が

班

聯
盟
條
約
の
修
正
、
保
存
並
び
に
批
准
（
宣
誓
）

（｝

j
修
正
事
項
〔
＝
ご
一
1
＝
三
二
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
改
訂
事
項
は
海
風
の
決
議
に
か
け
る
こ
と
、
更
に
「
此
等
の
改
訂
せ
る
も
の
」
は
盟
主
の
手
を
通
じ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
へ
ら
れ
る
。
地
方
都
市
國
家
の
例
に
キ
ヒ
ォ
ス
島
の
法
典
改
訂
に
際
し
「
該
法
典
の
改
訂
案
若
し
く
は
起
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
移
牒
す
べ
し
」
と
あ
る
。

　
⑯
望
3
ゆ
。
。
q
。
・
H
・
o
ー
メ

（
二
）
條
約
保
存
事
項
〔
二
一
こ
ご
i
＝
二
九
〕

　
a
正
本
〔
八
一
一
八
二
〕
記
載
の
蓮
り
、
聯
盟
事
務
局
理
事
保
管
の
下
に
あ
っ
た
。

　
翫
復
旧
は
碑
面
に
刻
し
て
著
名
な
淋
域
に
安
置
し
て
・
公
表

　
　
　
　
鷲
三
・
二
年
・
・
三
聯
篠
約
（
碑
丈
）
の
饗
（
下
）
　
　
　
　
筆
嚢
第
二
號
三
四
九



．

　
　
　
　
㏄
三
〇
二
年
へ
・
フ
義
繋
争
（
婁
）
の
箋
（
下
）
　
　
　
　
　
齪
＋
九
巻
蘂
褒
三
五
〇

　
　
ー
ネ
メ
ァ
霊
域
、
ア
ル
ゴ
ス
の
祭
紳
、
ネ
メ
ァ
汐
ゼ
ウ
ス
鎭
座
、
紳
話
中
ア
ソ
ボ
ス
の
娘
ネ
メ
ァ
に
よ
っ
て
此
の

　
　
　
名
を
得
。
こ
、
で
隔
年
毎
に
ネ
メ
ァ
親
祭
が
行
は
れ
る
。
こ
の
時
に
聯
盟
定
期
総
會
が
開
か
れ
る
こ
と
は
前
述

　
　
　
の
通
り
。

　
　
2
、
オ
ソ
ユ
ム
ピ
ァ
紳
域
、
エ
ソ
ス
の
祭
帥
名
高
い
オ
リ
ユ
ム
ピ
ァ
・
ゼ
ウ
ス
鎭
座
、
四
年
毎
に
親
祭
が
あ
っ
て

　
　
　
総
會
地
の
一
、

　
　
3
、
ア
イ
ギ
ァ
紳
域
、
ア
カ
ホ
ィ
人
の
祭
紳
、
腺
の
紳
ポ
ず
イ
ド
γ
鎭
座
、
3
リ
ン
ト
ス
灘
に
面
す
。

　
　
4
、
エ
ビ
ダ
ウ
p
ス
帥
域
、
ア
テ
ナ
イ
の
南
ア
ク
テ
に
在
う
、
祭
帥
ア
ス
ク
レ
ゼ
ナ
ス
“
鎭
座
、
本
碑
文
は
こ
、
に

　　

@
蓄
胤
せ
ら
れ
た
も
璽
但
し
「
言
ダ
ウ
・
ス
」
繧
は
茅
・
〃
の
譲
。
　
　
　
　
働

　
以
上
の
中
エ
ソ
ス
人
、
ア
カ
ホ
ィ
人
等
を
除
く
交
宇
は
悉
く
、
復
文
で
あ
る
が
、
イ
ス
ト
ミ
ァ
、
デ
ル
ポ
イ
、
ア
テ

　
ナ
イ
等
「
著
名
な
帥
域
名
も
あ
っ
だ
も
の
と
思
は
る
。
同
様
に
地
方
都
市
國
家
の
著
名
竜
戴
名
も
安
置
の
指
定
。
凡
そ

　
ヘ
ラ
ス
人
の
忍
受
と
し
て
召
継
、
法
令
、
頭
徳
吾
等
は
必
ら
す
石
又
は
青
銅
板
に
刻
し
て
之
を
紳
域
に
安
畳
し
、
そ

　
の
紳
．
聖
を
表
は
す
と
共
に
公
告
の
手
段
と
し
π
。

（
三
）
條
約
批
准
ー
コ
宣
誓
〔
一
三
九
、
一
一
五
二
〕
「

　
普
通
ヘ
ラ
ス
に
於
け
る
慣
習
と
し
て
、
條
約
締
結
後
、
都
市
の
代
表
者
帥
ち
参
政
官
、
將
品
等
の
高
官
の
名
に
於
い

で
宣
誓
し
、
近
代
慣
用
の
批
准
と
同
標
、
蓋
然
約
の
法
律
的
数
力
の
螢
生
を
認
あ
た
。
宣
誓
は
、
必
ら
す
憩
を
謹
入
と
し



　
　
　
　
本
　
　
　
文
　
〔
二
ご
九
一
一
五
二
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
　
　
　
ヘ
リ
オ
ス
　
　
ポ
サ
イ
ド
ン

　
慶
旦
誓
…
吾
れ
は
ゼ
ウ
ス
、
地
、
太
陽
、
海
（
紳
）
、
ア

　
　
　
ア
ラ
ア

テ
ナ
、
呪
咀
の
騨
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
帥
々
の
名
に
か
け

て
誓
ふ

　
吾
れ
は
王
ア
ン
テ
イ
ゴ
ノ
ス
並
び
に
デ
メ
ト
リ
オ
ス

及
そ
の
子
孫
と
他
の
聯
盟
と
の
問
に
結
べ
る
聯
盟
に
忠

に
し
て
、
総
會
に
て
締
結
せ
る
條
約
を
遵
守
し
、
同
じ

き
敵
、
友
軍
を
聲
明
す

　
又
、
罵
れ
は
條
約
を
遙
要
せ
る
聯
盟
（
國
）
に
饗
っ
て

　
　
　
　
£
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
盟
條
約
（
碑
丈
）
の
研
究
（
下
）

て
蟹
。
條
下
面
の
一
般
形
式
に
棄
尾
に
附
す
る
も
の
で
あ
る
が
時
に
は
胃
頭
に
掲
げ
・
爺
三
圭
年
第
ニ
ァ
テ

ナ
イ
同
盟
の
場
合
は
本
文
と
同
じ
よ
う
に
、
前
文
・
の
要
項
を
反
覆
し
て
「
わ
れ
、
之
を
守
ら
ば
ゼ
ウ
ス
よ
、
ア
ポ
ロ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

離
れ
に
加
護
を
た
れ
給
へ
、
」
叉
、
オ
ル
コ
ノ
モ
ス
の
場
合
は
「
吾
が
宣
誓
を
守
ら
ば
幸
蓮
よ
わ
れ
に
、
発
寒
の
日
は
悲

　
　
　
　
　
　
　
⑬

蓮
よ
わ
れ
に
か
、
れ
」
と
冒
頭
に
之
を
掲
げ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
文
の
宣
誓
文
の
研
究
で
あ
る
が
、
殆
ん
ど
ヴ
ヰ
ル
ヶ
ン
の
復
文
に
傍
る
が
、
そ
れ
が
如
何
に
㏄
三
三
入

年
の
プ
ヒ
ソ
ツ
ボ
ス
の
宣
誓
文
と
極
上
し
て
み
る
か
を
知
る
爲
に
勤
照
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

就
三
三
入
玉
ブ
夢
・
委
二
世
念
フ
ス
聯
盟
宣
誓
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ゆ
り
オ
ス
ポ
サ
イ
ド
ン

誓
　
偏
れ
は
ゼ
ウ
ス
、
地
、
太
陽
、
海
（
紳
）
、
ア
ク
ナ
、

ア
ラ
ア

呪
咀
の
紳
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
紳
々
の
名
に
か
け
て
誓

ふ零
れ
は
聯
盟
に
忠
に
し
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
プ
b
リ
ツ
ボ

ス
と
の
條
約
を
犯
さ
じ

帥
ち
吾
れ
は
宣
誓
を
遵
守
せ
る
何
人
に
封
っ
て
も
断
じ

　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
五
一

（　129　）



　
　
　
　
鳳
三
〇
二
年
ヘ
ラ
ス
聯
盟
縮
約
（
碑
丈
）
の
饗
（
下
）

断
じ
て
加
害
の
目
的
を
以
て
陸
上
叉
は
海
上
に
て
武
器

を
選
る
こ
と
な
し
、
叉
聯
盟
総
會
加
盟
の
如
何
な
る
土

地
を
も
攻
略
せ
す
、
或
ひ
は
王
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
並
び

に
デ
メ
ト
ソ
オ
ス
及
そ
の
子
孫
を
滅
す
る
こ
と
な
し

　
若
し
他
の
潜
入
か
聯
盟
國
の
何
入
に
聾
っ
て
も
協
締

内
約
記
載
中
の
蓮
反
論
爲
を
成
す
も
の
あ
ら
ば
吾
れ
は

敢
て
武
力
に
訴
ふ
る
を
僻
…
せ
す

　
盛
り
遣
れ
は
戦
ふ
共
共
同
齢
和
の
撹
静
置
に
封
し
て

は
聯
盟
の
命
に
服
し
て
…
…
…
…
…
…
（
歓
損
）

借
而
、

プ
ヒ
リ
ツ
ボ
ス
の
宣
誓
文
の
後
に
は
各
都
市
及
種
族
名
と
選
出
委
員
数
の
表
の
記
載
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
五
二

　
て
加
害
の
目
的
を
以
て
陸
上
又
は
海
上
に
て
武
羅
を
把

　
る
こ
と
な
し
、
李
和
加
盟
の
都
市
叉
は
城
塞
、
或
ひ
は

　
海
港
を
如
何
な
る
技
術
（
陰
謀
）
登
明
に
よ
り
て
も
総
門

　
目
的
を
…
以
っ
て
攻
略
せ
す
、
プ
ヒ
リ
ッ
ボ
ス
並
び
に
彼

　
の
子
孫
の
王
位
又
は
三
和
宣
誓
を
誓
約
せ
る
時
現
存
す

　
る
都
市
國
家
憲
法
の
憂
革
を
企
て
す

　
断
じ
て
吾
れ
は
本
條
詰
論
の
此
等
に
違
背
せ
ざ
る
の
み

　
な
ら
す
、
吾
が
カ
に
か
け
て
何
人
と
錐
も
か
、
る
こ
と

　
を
成
す
を
宥
さ
す
、
蓋
し
何
人
か
本
條
約
に
蓮
反
す
る

　
酌
何
等
か
の
行
爲
あ
り
た
る
時
．
被
害
者
の
乞
に
慮
じ
て

　
如
何
な
る
事
情
た
b
と
も
吾
れ
は
救
援
に
赴
く

L

　
然
り
、
逸
れ
は
戦
ふ
、
共
同
李
和
の
掩
論
者
に
画
し
て

　
は
聯
盟
総
會
の
如
何
な
る
布
達
、
叉
盟
主
の
螢
令
す
る

　
命
に
慮
じ
て
吾
れ
之
を
躍
躇
せ
す
…
…
…
（
敏
損
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
文
の
宣
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誓
の
後
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全
然
訣
損
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な
い
Q

　
最
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聯
盟
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宣
誓
を
し
た
以
上
、
之
よ
り
脱
退
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
か
。
脱
退
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此
の
際
先
づ
宣
誓
破
棄
で
な
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
解
繹
に
つ
い
て
〔
デ
モ
ス
ラ
ネ
ス
〕
「
ア
レ
ク
ず
ン
ー
3
ロ
ス
乏
の
黙
約

に
つ
い
て
」
に
當
時
の
思
想
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白
に
反
映
し
て
み
る
。
帥
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誓
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方
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固
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の
正
義
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等
は
保
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れ
、
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し
相
手
方
が
之
を
破
っ
た
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合
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固
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る
の
要
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、
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約
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破
棄
し
、
破
棄
の
罪
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問

う
て
戦
勢
す
べ
し
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言
ふ
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上
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條
約
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「
永
久
に
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て
」
「
王
及
王
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子
孫
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〔
六
…
九
〕
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宣
誓
内
容
に
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む
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等
か
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、
都
市
國
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の
國
際
犯
罪
者
と
し
て
敵
軍
と
な
っ
て
戦
訓
す
る
以
外
中
立
的
な
脱
退
は
不
可
能
と
考
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．
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．
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丈
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℃
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今
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本
丈
で
は
ヴ
ヰ
ル
ケ
ン
に
從
つ
六
。

以
上
の
研
究
で
多
く
の
新
事
實
が
明
か
に
ゼ
ら
れ
糞
が
、
委
員
の
選
繊
規
定
、
理
事
の
在
職
期
聞
、
盟
主
の
令
旨
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聯
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の
決
議
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鋭
気
的
分
野

等
の
艶
態
に
つ
い
て
新
資
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の
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置
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待
つ
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も
の
が
多
い
。
そ
の
外
本
稿
第
三
順
に
つ
い
て
口
他
日
詳
細
な
「
ヘ
ラ
ス
聯
盟
の
研
究
」
に
よ
っ

て
明
か
に
し
度
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。
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き
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ス
聯
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條
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饗
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筆
九
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第
一
甕
三
五
三
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條
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亘
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史
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。
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